
�愛媛県告示第８８２号
愛媛県歯科疾患実態調査を次のとおり実施するので、愛媛県統計

調査条例（平成２０年愛媛県条例第６８号）第３条第２項の規定により

告示する。

平成２２年８月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 調査の目的

県民の口腔の健康状態を把握し、歯科保健の推進を図るために

必要な基礎資料を得る。

２ 調査対象の範囲

愛媛県全域における抽出された２０地区

３ 報告を求める事項

歯科疾患の有無等口腔内の健康状態

４ 報告を求める事項の基準となる期日又は期間

平成２２年９月１日から同年１１月３０日までの任意の一日

５ 報告を求める者

２で抽出した地区の全世帯及び世帯員

６ 報告を求めるために用いる方法

調査会場における健診及び問診結果に基づく他計方式

７ 報告を求める期間

平成２２年９月１日から同年１１月３０日までの間

�愛媛県告示第８８３号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２２年８月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

西条市（国有林。次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

指定理由の消滅

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び西条市役所に

備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第８８４号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２２年８月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２２年８月６日から８月１９日まで

�������
�愛媛県告示第８８５号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県四国中央保健所及び四国中央市役所において告示

の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２２年８月６日

愛媛県四国中央保健所長 廣 瀬 浩 美

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

丸石製紙株式会社

四国中央市上分町４５７

代表取締役社長 石村 浩

２ 事業場の名称及び所在地

丸石製紙株式会社

四国中央市上分町４５７

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第２３

号イ、ニ、ヘ、ト、チ

４ 変更しようとする事項の内容

排出水の汚染状態及び量の変更

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

発 行 愛 媛 県
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値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１排水口（工場排水）
変更なし

備考 この他に、生活排水口が２箇所（今回１箇所廃止し、１箇所新設す
る。）、雨水排水口が１４箇所（今回８箇所廃止し、８箇所新設する。）
ある。

� 工業用水排水口（新設）

汚水等の汚

染状態の値

項 目

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０

最大 ６．５～７．５

化学的酸素
要求量（単
位１リット
ルにつきミ
リグラム）

通常 １未満

最大 ５

浮遊物質量
（単位１リ
ットルにつ
きミリグラ
ム）

通常 １

最大 １０

全窒素（単
位１リット
ルにつきミ
リグラム）

通常 １未満

最大 １未満

全燐（単位
１リットル
につきミリ
グラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位立方メートル）

通常 ０

最大 ２，５８０

備考 工業用水の余水を排出する。
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�愛媛県告示第８８６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

丹原町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

平成２２年８月６日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 東 肇 西条市丹原町今井８３番地４

〃 岡 田 初 西条市丹原町丹原１７８番地

〃 永 井 康 夫 西条市丹原町久妙寺甲３４９番地

〃 渡 部 桂 西条市丹原町池田１５００番地４

〃 渡 部 俊 西条市丹原町池田７３４番地第１

〃 伊 東 康 博 西条市丹原町願連寺３３０番地１

〃 桑 村 吉 久 西条市丹原町古田甲１３４０番地

〃 越 智 一 馬 西条市丹原町徳能出作２８番地

〃 黒 河 津 一 西条市丹原町徳能甲２７８番地３

〃 青 野 春 夫 西条市丹原町高知甲６９０番地

〃 渡 部 光 雄 西条市丹原町田滝甲３６番地１

〃 志 賀 恆 久 西条市丹原町田野上方１５５０番地

〃 佐 伯 賢 造 西条市丹原町田野上方７７５番地３

〃 櫛 部 茂 雄 西条市丹原町長野１６９５番地

〃 眞 鍋 治 夫 西条市丹原町高松甲４９２番地１

〃 玉 井 � 西条市丹原町高松甲６０１番地

〃 越 智 毅 西条市丹原町川根甲７４９番地

〃 黒 川 道 雄 西条市丹原町北田野１１４６番地２

〃 藤 田 司 西条市丹原町北田野２８１番地３

〃 松 木 利 二 西条市丹原町石経８２３番地

〃 大 亀 義 弘 西条市丹原町来見５９８番地

〃 村 上 浩 一 西条市丹原町関屋甲３９２番地１２

〃 渡 部 鶴 男 西条市丹原町志川甲３２３番地４

〃 玉 井 敦 志 西条市丹原町明穂乙９７番地１

〃 今 井 義 親 西条市丹原町臼坂丙１２８番地

〃 佐 伯 明 西条市丹原町鞍瀬甲８８４番地

〃 渡 部 高 尚 西条市丹原町徳能甲６００番地２

監 事 目見田 操 西条市丹原町願連寺６４７番地

〃 佐 山 等 西条市丹原町田野上方１６８５番地第２

〃 越 智 實 一 西条市丹原町石経１０９２番地２

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 越 智 豊 西条市丹原町今井１１３番地５

〃 岡 田 初 西条市丹原町丹原１７８番地

〃 今 井 學 西条市丹原町久妙寺６１０番地３

〃 渡 部 桂 西条市丹原町池田１５００番地４

〃 安 藤 茂 西条市丹原町池田７３７番地３

〃 目見田 操 西条市丹原町願連寺６４７番地

〃 桑 村 吉 久 西条市丹原町古田甲１３４０番地

〃 越 智 一 馬 西条市丹原町徳能出作２８番地

〃 黒 河 環 西条市丹原町徳能甲５４８番地１

〃 青 野 春 夫 西条市丹原町高知甲６９０番地

〃 高 山 誠 一 西条市丹原町田滝甲１６番地

〃 眞 木 義 剛 西条市丹原町田野上方１９６番地

〃 佐 伯 昇 西条市丹原町田野上方１５２１番地

〃 戸 田 光 政 西条市丹原町長野１５９３番地第１

〃 眞 鍋 治 夫 西条市丹原町高松甲４９２番地１

〃 安 倍 正 明 西条市丹原町高松甲５７２番地

〃 青 野 秀 俊 西条市丹原町川根甲２１３番地

〃 黒 川 道 雄 西条市丹原町北田野１１４６番地２

〃 徳 永 一 高 西条市丹原町田野上方１９９番地

〃 越 智 光 美 西条市丹原町石経５４２番地第２

〃 越 智 恒 光 西条市丹原町来見４２１番地

〃 村 上 浩 一 西条市丹原町関屋甲３９２番地１２

〃 青 野 修 身 西条市丹原町志川１０２７番地

〃 余 吾 恒 夫 西条市丹原町寺尾甲１５９番地２

〃 越 智 三四郎 西条市丹原町臼坂丙６０番地１

〃 佐 伯 勇 西条市丹原町明河丙８５９番地

〃 渡 部 高 尚 西条市丹原町徳能甲６００番地２

監 事 黒 河 竹 志 西条市丹原町徳能４３４番地１

〃 永 井 吉 彦 西条市丹原町長野１８５８番地２

〃 越 智 實 一 西条市丹原町石経１０９２番地２

愛 媛 県 報平成２２年８月６日 第２１９０号
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�愛媛県告示第８８９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市畑寺土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２２年８月６日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�愛媛県告示第８８７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年８月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８８８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年８月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年８月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８９１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２２年８月６日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 上猿田三島線
四国中央市中之庄町字頭王２１７番２地先から

同町字宮ノ上６６８番９地先まで

旧 ３．９～８．０ ０．２０５

新 ４．６～１３．４ ０．２０５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 上猿田三島線
四国中央市中之庄町字頭王２１７番２地先から

同町字宮ノ上６６８番９地先まで
平成２２年８月６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 粟井浅海線
松山市萩原乙２３７番２地先から

同市萩原甲１５９番１地先まで

旧 ４．９～１４．１ ０．１６７

新 １０．０～１７．４ ０．１６７

〃 〃
松山市萩原甲１５９番１地先から

同市萩原甲１５５番１地先まで

旧 ５．０～９．５ ０．２３６

新 ５．０～９．５
７．９～３１．７

０．２３６
０．１５３

〃 〃
松山市萩原甲１５５番１地先から

同市萩原乙１８０番２２地先まで

旧 ５．１～８．４ ０．２１５

新 ５．４～２４．６ ０．２１５

愛 媛 県 報平成２２年８月６日 第２１９０号

５７１
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�愛媛県告示第８９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年８月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年８月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年８月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年８月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２２中局建（開）第１９号

平成２２年７月２８日
伊予郡砥部町重光３８２番３

松山市余戸南３丁目９番３６号

ルネス余戸６０３号

佐 々 木 尚 司

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田柳谷線
上浮穴郡久万高原町西谷３６５１番２から

同町西谷３６７２番まで
平成２２年８月６日

一 般 国 道 ４９４号
上浮穴郡久万高原町笠方３０７５番５から

同町笠方２７７１番５まで
平成２２年８月６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 舌間八幡浜線
八幡浜市栗野浦乙１９番２０から

同市栗野浦乙１９番２０まで

旧 ２７．６～３０．６ ０．０１４

新 ２９．２～３０．６ ０．０１４

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４１号

西予市野村町野村１０号４７２番３から

同町野村１０号４７９番４まで
旧 １０．０～２３．８ ０．０５６

西予市野村町野村１０号４７２番１から

同町野村１０号４７９番１まで
新 １０．０～２３．８ ０．０５６
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正 誤

�正 誤

平成２２年７月２７日付け第２１８７号愛媛県告示第８３６号（指定道路の

指定）中

�愛媛県告示第８９６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年８月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８９７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年８月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野村柳谷線

西予市野村町舟戸２２６５番２から

同町舟戸２３５６番２地先まで
旧 ４．２～２０．３ ０．３１６

西予市野村町舟戸２２５７番２から

同町舟戸２３５６番２地先まで
新 １０．６～５９．５ ０．３１３

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子河辺野村線

西予市野村町惣川１９４４番地先から

同町惣川１９２７番地先まで
旧 ５．４～９．８ ０．０３５

西予市野村町惣川１９４４番２から

同町惣川１９２７番２まで
新 １１．６～２３．４ ０．０３５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子河辺野村線
西予市野村町惣川１９４４番２から

同町惣川１９２７番２まで
平成２２年８月６日

ページ 箇 所 誤 正

５４８
４ 指定道路
の延長及び幅
員中

延長 ４．００メートル
幅員 ３４．９０メートル

延長 ３４．９０メートル
幅員 ４．００メートル

平成２２年８月６日 発行

愛 媛 県 報平成２２年８月６日 第２１９０号

５７３


